
 舞  鶴  市  こ  ど  も‧  若  者  の  居  場  所  づ  く  り  ⽀  援  事  業 
 補  助  ⾦  交  付  申  請  の  受  付  に  つ  い  て 

    市  内  の  ⺠  間  団  体  や  グ  ルー  プ  等  が、  こ  ど  も‧  若  者  の  居  場  所  づ  く  り  や  体  験  活 
 動  を  実  施  す  る  事  業  及  び、  こ  ど  も‧  若  者  が  主  体  的  に  実  施  す  る  事  業  に  つ  い  て、 
 そ  の  経  費  の  ⼀  部  を  補  助  し  ま  す。 
    下  記  の  内  容  を  ご  確  認  の  上、  本  補  助  ⾦  制  度  を  ご  活  ⽤  く  だ  さ  い。 

 ◆     対  象  と  な  る  事  業     ◆ 
    こ  ど  も‧  若  者  が  参  加  す  る、  営  利  を  ⽬  的  と  し  な  い  事  業  で、  以  下  の  い  ず  れ  か。 

 【Ａ】  こ  ど  も‧  若  者  の  交  流‧  体  験  等  ⽀  援  事  業 
       こ  ど  も‧  若  者  に  対  し、  様々  な  交  流  や  体  験  の  機  会  を  提  供  す  る  事  業  で  あっ 
    て、  こ  ど  も‧  若  者  の  居  場  所  づ  く  り  に  寄  与  す  る  も  の  に  対  し、  そ  の  経  費  の  ⼀  部 
    を  補  助  し  ま  す  （た  だ  し、  学  校  ⾏  事  を  除  く）。 
    （例）  キャ  ン  プ  等  の  野  外  活  動、  地  域  と  の  交  流  イ  ベ  ン  ト、  農‧  林‧  漁  業  の  体 
             験  活  動、  職  場  体  験、  こ  ど  も  ⾷  堂、  学  習  ⽀  援  等 

 【Ｂ】  こ  ど  も‧  若  者  ま  ん  な  か  活  動  助  成  事  業 
       こ  ど  も‧  若  者  が  主  体  と  な  り、  様々  な  交  流  や  体  験  の  機  会  を  ⾃  ら  作  る  事  業  で 
    あっ  て、  こ  ど  も‧  若  者  の  居  場  所  づ  く  り  に  寄  与  す  る  も  の  に  対  し、  そ  の  経  費  の 
    ⼀  部  を  補  助  し  ま  す  （た  だ  し、  学  校  ⾏  事  を  除  く）。 
    （例）  こ  ど  も‧  若  者  が  主  催  す  る  ダ  ン  ス‧  ⾳  楽  イ  ベ  ン  ト、  プ  ロ  グ  ラ  ミ  ン  グ‧ 
             ⼯  作  体  験  教  室、  地  域  と  の  交  流  イ  ベ  ン  ト  等 

 １  ．  対  象  と  な  る  団  体 
    以  下  の  い  ず  れ  に  も  該  当  す  る  団  体  が  対  象  と  な  り  ま  す。 
    １）  団  体  の  活  動  が、  主  に  こ  ど  も‧  若  者  の  健  全  な  成  ⻑  の  ⽀  援  お  よ  び  居  場  所  づ 
          く  り  に  資  す  る  も  の  で  あ  る  こ  と 
    ２）  団  体  の  構  成  員  名  簿  を  提  出  で  き  る  こ  と 

 ２  ．  補  助  の  対  象  と  な  る  経  費 
    １）  謝  ⾦  (補  助  対  象  者  の  構  成  員  に  対  す  る  も  の  を  除  く) 
    ２）  旅  費‧  交  通  費 
    ３）  消  耗  品  費 
    ４）  印  刷  製  本  費 
    ５）  通  信  運  搬  費 
    ６）  材  料  費 
    ７）  委  託  料 
    ８）  借  上  料 
    ９）  そ  の  他  事  業  の  実  施  に  係  る  経  費 



 ３  ．  補  助  ⾦  の  額 
    【  A  】  対  象  経  費  の  1/2  （限  度  額  ：  30  万  円） 
    【  B  】  対  象  経  費  の  3/4  （限  度  額  ：  10  万  円） 

 ４  ．  提  出  書  類  （  申  請  は  公  募  制  と  し、  交  付  決  定  に  は  審  査  が  あ  り  ま  す。  ） 
    １）  交  付  申  請  書 
    ２）  事  業  計  画  書 
    ３）  収  ⽀  予  算  書 
    ４）  団  体  の  構  成  員  の  名  簿 
    ５）  そ  の  他  事  業  の  内  容  が  わ  か  る  資  料 

 ５  ．  補  助  ⾦  交  付  ま  で  の  流  れ 
    １）  交  付  申  請  の  受  付 
    ２）  交  付  申  請  事  業  の  審  査‧  決  定 
    ３）  申  請  者  に  補  助  ⾦  交  付  決  定  （ま  た  は  不  交  付  決  定）  を  通  知 
    ４）  活  動  の  実  施 
    ５）  事  業  完  了  後、  実  績  報  告  書  の  提  出 
    ６）  補  助  額  の  確  定 
    ７）  補  助  ⾦  の  振  込 

 ６  ．  受  付  期  間 
    令  和  ７  年  ５  ⽉  ７  ⽇  （⽔）  か  ら  令  和  ７  年  ５  ⽉  ３  ０  ⽇  （⾦） 

    ※  申  請  書  様  式  等  は、  舞  鶴  市  ホー  ム  ペー  ジ  よ  り  ダ  ウ  ン  ロー  ド  で  き  ま  す。 

 ◆     提  出  先  及  び  問  い  合  わ  せ  先     ◆ 
 〒  625-8555     舞  鶴  市  字  北  吸  1044 

 舞  鶴  市  健  康‧  こ  ど  も  部     こ  ど  も  ま  ん  な  か  室     ⼦  育  て  応  援  課 
 TEL  ：  0773-66-1008  、  メー  ル  ：  kosodate@city.maizuru.lg.jp 

mailto:kosodate@city.maizuru.lg.jp


 舞  鶴  市  こ  ど  も‧  若  者  の  居  場  所  づ  く  り  ⽀  援  事  業  補  助  ⾦  申  請  時  の  注  意  事  項 

   

 補  助  ⾦  交  付  申  請  に  あ  たっ  て  は、  下  記  事  項  を  ご  ⼀  読  い  た  だ  き  ま  す  よ  う  お  願  い  し  ま  す。 

 記 

 １  ．  こ  の  補  助  ⾦  に  お  い  て、  「こ  ど  も‧  若  者  の  交  流‧  体  験  等  ⽀  援  事  業」  に  つ  い  て  は、  広  く  こ  ど  も‧ 

 若  者  に  呼  び  掛  け  て  実  施  さ  れ  る  こ  と  を  ⽬  的  と  し  て  い  ま  す。  「こ  ど  も‧  若  者  ま  ん  な  か  活  動  助  成  事 

 業」  に  つ  い  て  は、  こ  ど  も‧  若  者  が  主  体  と  な  り、  様々  な  交  流  や  体  験  の  機  会  を  ⾃  ら  作  り  実  施  さ  れ 

 る  こ  と  を  ⽬  的  と  し  て  い  ま  す。  こ  の  よ  う  な  趣  旨  か  ら、  既  存  の  団  体  や  地  域  等  が  主  体  と  なっ  て  事  業 

 を  実  施  さ  れ  る  場  合  で  あっ  て  も、  チ  ラ  シ  や  ポ  ス  ター  等  で  事  業  内  容  を  周  知  す  る  な  ど、  広  く  こ  ど 

 も‧  若  者  に  参  加  を  募っ  て  事  業  を  実  施  し  て  く  だ  さ  い  。 

       ※  チ  ラ  シ、  ポ  ス  ター  等  作  成  の  印  刷  製  本  費、  広  告  宣  伝  費  等  の  経  費  は  補  助  対  象  で  す。 

 ２  ．  申  請  さ  れ  た  団  体  名  の  ⼊っ  た  領  収  書  の  写  し  の  添  付  が  な  い  も  の  は  補  助  対  象  と  し  て  認  め  ら  れ  ま  せ 

       ん。 

 （１）  補  助  対  象  経  費  と  な  り  得  る  も  の  は、  必  ず  申  請  団  体  宛  て  の  領  収  書  を  とっ  て  下  さ  い。 

 （２）  領  収  書  は、  「品  名     ○○  代」  等、  何  の  領  収  書  な  の  か  内  容  が  わ  か  る  よ  う  に  し  て  く  だ  さ    

          い。 

 ※  レ  シー  ト  の  場  合  で  も、  余  ⽩  等  に  団  体  名  が  記  載  さ  れ  て  い  な  い  場  合  や、  何  を  買っ  た  の  か  わ 

 か  ら  な  い  （例  ：  「商  品  １、  ２」  な  ど）  場  合  も  補  助  対  象  に  な  り  ま  せ  ん。  （内  容  が  わ  か  る 

 領  収  書  を  発  ⾏  し  て  も  らっ  て  く  だ  さ  い。） 

 ３  ．  補  助  決  定  前  の  ⽇  付  の  領  収  書  は  認  め  ら  れ  ま  せ  ん。  た  だ  し、  当  該  事  業  を  実  施  す  る  に  あ  たっ  て  期  限 

 を  切っ  て  事  前  に  払  わ  な  け  れ  ば  な  ら  な  い  経  費  が  あ  る  場  合  は、  あ  ら  か  じ  め  ご  相  談  く  だ  さ  い。 

 ４  ．  ⾷  糧  費  は  認  め  ら  れ  ま  せ  ん。  た  だ  し  「料  理  教  室  を  開  催  し  た  際  の  材  料  費」  や  「料  理  を  作  る  イ  ベ  ン 

 ト  等  の  際  の  材  料  費」  は  補  助  対  象  と  し  ま  す。  （単  に  弁  当  や  差  し  ⼊  れ  等  は  補  助  対  象  に  な  り  ま  せ 

 ん。） 

 申  請  時  に  事  業  計  画  書  の  中  に  あ  ら  か  じ  め  「何  を  作  る」  な  ど  と  明  記  し  て  く  だ  さ  い。  申  請  書  に  記  載 

 が  な  かっ  た  り  補  助  ⾦  の  趣  旨  に  添  わ  な  い  と  認  め  ら  れ  る  場  合  は、  補  助  対  象  外  に  な  り  ま  す  の  で  ご  了 

 承  く  だ  さ  い。  な  お、  会  議  の  際  の  お  茶  や  ⾏  事  の  際  の  ⽔  分  補  給  の  た  め  の  ス  ポー  ツ  ド  リ  ン  ク  等  は、 

 ⼀  定  の  範  囲  内  で  認  め  ま  す  の  で、  あ  ら  か  じ  め  ご  相  談  く  だ  さ  い。 

 ５  ．  備  品  購  ⼊  費  （消  耗  品  で  な  い  も  の）  に  つ  い  て  は  補  助  対  象  外  で  す。  補  助  ⾦  の  対  象  事  業  以  外  に  使  ⽤ 

 さ  れ  る  汎  ⽤  性  の  ⾼  い  物  品  や、  こ  の  際  だ  か  ら  買っ  て  し  ま  い  た  い  と  い  う  よ  う  な  も  の  は、  対  象  外  と 

 さ  せ  て  い  た  だ  き  ま  す。  補  助  の  対  象  と  な  る  か  分  か  ら  な  い  と  き  は  事  前  に  ご  相  談  く  だ  さ  い。 

 ６  ．  補  助  対  象  経  費  に  「謝  ⾦」  が  あ  り  ま  す  が、  「物  品  に  よ  る  謝  礼」  （菓  ⼦  折  り  等  も  含  む）  は  対  象  に 

 な  り  ま  せ  ん。 

 ７  ．  申  請  さ  れ  て  も、  必  ず  対  象  と  な  る  と  は  限  り  ま  せ  ん。  補  助  ⾦  の  対  象  と  な  る  事  業  か  ど  う  か  の  審  査  が 

 あ  る  ほ  か、  市  の  予  算  の  範  囲  内  で  ⾏  う  補  助  ⾦  制  度  で  す  の  で、  申  請  ⾦  額  が  満  額  認  め  ら  れ  な  い  場  合 

 が  あ  り  ま  す。  あ  ら  か  じ  め  ご  了  承  く  だ  さ  い。 

 ８  ．  収  ⽀  予  算  書、  収  ⽀  決  算  書  の  「収  ⼊  の  部」  に  つ  い  て  は  市  補  助  ⾦、  ⾃  ⼰  負  担、  会  費  等  に  分  け  て  記 

       載  し  て  く  だ  さ  い。 

 ９  ．  交  付  決  定  後  に、  事  業  内  容  や  事  業  費  に  変  更  が  ⽣  じ  た  場  合  は、  補  助  決  定  が  取  り  消  さ  れ  た  り、  変  更 

 申  請  が  必  要  と  な  る  場  合  が  あ  り  ま  す  の  で、  必  ず  ご  相  談  を  お  願  い  し  ま  す  。 

       ①  総  事  業  費  の  対  象  経  費  の  ⽀  出  の  増  額  だ  け  の  場  合  は、  交  付  決  定  額  に  変  更  は  あ  り  ま  せ  ん。 

          事  業  内  容  を  ⼤  幅  に  ⾒  直  す  必  要  が  あ  り、  そ  れ  に  伴  い  ⽀  出  が  増  額  と  な  る  場  合  は、  事  前  に  ご  相  談 

 く  だ  さ  い。 

 ②  総  事  業  費  の  対  象  経  費  の  ⽀  出  が  減  額  に  なっ  た  場  合  は、  交  付  決  定  額  を  減  額  し  ま  す。  こ  の  場  合  は、 

 変  更  申  請  が  必  要  で  す  の  で  ご  相  談  を  お  願  い  し  ま  す。 



 10  ．  収  ⼊  全  体  が  ⽀  出  全  体  を  超  え  る  こ  と  が  な  い  よ  う  に  ご  留  意  く  だ  さ  い。 

 経  費  項  ⽬  内     容 

 謝     ⾦ 
 指  導  者‧  講  師  へ  の  謝  ⾦  （補  助  対  象  者  の  構  成  員  に  対  す  る  も  の  を  除  く） 

 ※  物  品  で  の  謝  礼  は  対  象  と  な  り  ま  せ  ん。 

 旅  費‧  交  通  費  ※  実  費  以  外  の  場  合  は、  算  出  の  根  拠  と  な  る  資  料  も  添  付  し  て  く  だ  さ  い。 

 消  耗  品  費 

 ⼀  般  に、  使  ⽤  す  る  事  で  消  費‧  摩  耗  し  た  り、  短  期  間  で  交  換  が  必  要  に  な  る  も 

 の  を  指  し  ま  す。 

 例  ：  ⽂  房  具  代  等 

 印  刷  製  本  費  チ  ラ  シ‧  ポ  ス  ター  印  刷、  コ  ピー  代  等 

 通  信  運  搬  費  切  ⼿  代  等 

 材  料  費  物  づ  く  り  の  材  料  費、  料  理  教  室  の  材  料  費  等 

 委  託  料 

 借  上  料  会  場  使  ⽤  料  （電  気  代‧  ガ  ス  代  含  む）、  器  具‧  機  材‧  物  品  の  レ  ン  タ  ル  等 

 そ  の  他  傷  害  保  険  代、  広  告  掲  載  代  等 

 11  ．  ご  不  明  な  点  が  あ  れ  ば、  ⼦  育  て  応  援  課  （  TEL  ：  66-1008  ）  に  お  問  い  合  わ  せ  く  だ  さ  い。 


